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非農地化の推進 

                    農委会名：南関町農業委員会 

 

１ 地域の概要 

南関町は、熊本県の北西部に位置する四方を山に囲まれた丘陵台地にあり、稲作を主体

とした農業が中心であることから、近年では、ヒノヒカリ主体の米作りが定着し、銘柄の

確立を目指している。 

また、一部の農家においては施設園芸を導入した複合型の農業が営まれている。 

今後土地利用型農業においては、農用地の集積、集約化の促進を図り経営規模の拡大に

よるコスト低下及び品質向上を図る。また、農業所得の確保を図るため、ナス、いちご、

トマト、バラ等施設園芸の拡大に努める。 

さらに、土地利用型農業、施設型農業相互間において労働力の提供、農地の貸借等にお

いて役割分担を図り、地域複合として農業の発展を目指し、基盤となる優良農地の確保を

図り、農業振興地域整備計画に則した秩序ある土地利用を目指す。 

 

２ 農業委員会の体制 

 (1) 農業委員数 １１人（うち、認定６人、女性２人） 

(2) 推進委員数 １１人（うち、認定５人、女性１人） 

 (3) 事務局体制  ２人（うち、専任１人、兼任１人） 

 

３ 掲げた目標 

  非農地化の推進 

 

４ 目標達成に向けた取組み（運動）の内容 

本町の農地台帳面積約２，０６８ｈａに対し、再生利用が困難と見込まれる農地が約５

１１ｈａとなっており、農業者の高齢化や減少などによる、耕作条件が悪い農地のさらな

る荒廃化が懸念されることから、再生利用が困難と見込まれる農地の適正な処理が必要で

あると考え非農地化を推進した。 

  

【再生利用が困難な農地】 
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５ 取組みの成果 

１０筆、１０，９２２㎡の非農地判断を実施。 

 

６ 課題と今後の方針等 

今後、さらに農業者の高齢化や兼業農家の減少による農地の荒廃化が懸念されるなかで、

農地への復元が困難な農地、また農地としての利用の見込みがない農地の非農地化を推進

すると同時に、町など他団体と協力し、農業者の育成、担い手への農地の集約・集積、基

盤整備などを推進することにより、後世に残すべき農地に対して注力することが必要であ

る。 


